
(宛 先 )

〒100-8916
電話

FAX

厚生労働省 医薬・生活衛生局

食 品基準審査課 残留農薬等基準審査室 宛

東京都千代田区霞が関1-2-2
03(5253)1111(内線4289)
03(3595)2423(18時以降)

03-3595-2432(残 留農薬等基準審査室FA× )

寄付金日契約金等受取(割 当て)額等回答表

令和2年 7月 2ル日
令和2年 8月 6日 (木)薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取 (割 当て)額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のチルジピロシンの残留基準の設定について

②食品中のオキサゾスルフィルの残留基準の設定について

③食品中のカルタップ、チオシクラム及びベンスルタップの残留基準の設定について

④食品中のフェンヘキサミドの残留基準の設定について

⑤食品中のプロヒドロジャスモンの残留基準の設定について

⑥食品中のフロメトキンの残留基準の設定について



①食品中のチルジピロシンの残留基準の設定について
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無し
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成30年度
□ 令和元年度
□ 令和2年度

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成30年度
□ 令和元年度
□ 令和2年

申請資料等の作成に密接に関与
審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成30年度

□ 令和元年度

申請資料等の作成に密接に関与
審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

当該年度における受取額

□ 50万円以下
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②食品中のオキサゾスルフィルの残留基準の設定について
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ピ 無 し

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500万円超
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→ 該当の有無 :

→ 該当の有無 :

③食品中のカルタップ、チオシクラム及びベンスルタップの残留基準の設定について
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該当の有無 :

該当の有無 :

【受取額の内訳】
□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式
□ その他(                  )

受取額の内訳】

コンサルタント料・指導料
□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   □
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

)
□ その他 (

【受取額の内訳】
□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式
□ その他(                   )

□ 令和2



企業名(申 請企業等):  日本化薬株式会社
● 寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成30年度
□ 令和元年度

→ 受取の有無 :□ 有リ  ビ  無し

当該年度における受取額

卜 : :![]掌 』

500万 円以下

和2年度

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

④食品中のフェンヘキサミドの残留基準の設定について

企業等): 有限会社元岡商店
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該当の有無 :□ 有り

該当の有無 :□ 有り
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【受取額の内訳】
□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式
□ その他(                   )

● 寄付金・契約金等の受取 (割 当て)額      ~~~~~
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

→ 受取の有無 :□  有リ  ビ 無し

□ 平成30年度
□ 令和元年度
□ 令和2年

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500万円超
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該当の有無 :□ 有り

該当の有無 :□ 有り
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【受取額の内訳】
□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料   □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式
□ その他(                   )



⑤食品中のプロヒドロジャスモンの残留基準の設定について

企業名(申 請企業等): melii sekaファルマ株式会社
● 寄付金・契約金等の受取 (割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成30年度
□ 令和元年度

□ 令和2年度

→ 受取の有無 :□ 有リ  ビ  無し

当該年度における受取額

卜 : :!]肇 亀 :500万
円以下

【受取額の内訳】
□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式
□ その他(                  )
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申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

⑥食品中のフロメトキンの残留基準の設定について

企業名(申 請企業等): mtt seka 7JJレ マ株式会社

該当の有無 :

該当の有無 :

し

し

無

無
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ー

● 寄付金・契約金等の受取 (害1当 て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

→ 受取の有無 :□  有リ  ピ  無し

□ 平成30年度

□ 令和元年度

□ 令和2年度

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

企業名(申 請企業等):  日本化薬株式会社

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500万円超
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該当の有無:□ 有り

該当の有無 :□ 有り
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【受取額の内訳】
□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式
□ その他(                  )

● 寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成30年度
□ 令和元年度
□ 令和2年度

→ 受取の有無 :□  有り ピ 無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500万円超

●

●

巨
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申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

該当の有無 :□  有り

該当の有無 :□ 有り
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小
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【受取額の内訳】
□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式
□ その他(                   )



（宛先）

厚生労働省医薬•生活衛生局
食品基準審査課残留農薬等基準審査室塊4即中

〒100-8916
電話

東京都千代田区霞が関1-2-2
03(5253)1111 （内線4289)

FAX 
03(3595)2423 (18時以降）
03-3595-2432 （残留農薬等基準審査室FAX)

寄付金契約金等受取（割当て）額等回答表

令和 □7月ング日
令和2年8月 6 日（木）薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬•動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取（割当て）額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のチルジピロシンの残留基準の設定について

②食品中のオキサゾスルフィルの残留基準の設定について

③食品中のカルタップ、チオシクラム及びベンスルタップの残留基準の設定について

④食品中のフェンヘキサミドの残留基準の設定について

⑤食品中のプロヒは］ジャスモンの残留基準の設定について

⑥食品中のフロメトキンの残留基準の設定について

現職

氏名

直粗建庫•忍鯰位所
着し庄秀美



①食品中のチルジピロシンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： MSDアニマルヘルス株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

□ 平成30年度

口令和元年度

口令和2年度

【受取額の内訳】

口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金

□ 特許権•特許使用料・商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

口 その他（

●申請資料等の作成に密接に関与

芦は平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

②食品中のオキサゾスルフィルの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： 住友化学株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

□ 平成30年度

口令和元年度

口令和2年度

【受取額の内訳】

口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金

□ 特許権•特許使用料・商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（

●申請資料等の作成に密接に関与

竺:は平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

し

下

以円

無

万

゜゚

ご取
5

受

下

～

超

り

る

以

超

円

円

円

万

有

け

万

万

0

ぉこ即

5
0
5
0
5
0

ロ．．
 無

年

有

該

□
ロロ

の

当

取

ー

＿

＿

受↓
 

□ コンサルタント料・指導料

し
し

無

無

―

―

 

ビ¢
り

り

有

有
ロロ

•••• 
無

無

有

有
の
の

当

当

該

該
↓
↓
 

下以

し

円

無

万

゜゚

釘
額取

5

受

下

～

超

酌

謬

以

超

円

円

円

万

万

万

0

却胆

5
0
5
0
5
0

ロ
こ

無

年

有

該

□□
D

_
-
―
 

の

当

取受↓
 

□ コンサルタント料・指導料

し
し

無

無炉
］

り

り

有

有
ロロ

．．．． 

無

無

有

有
の
の

当

当

該

該
↓
↓
 

③食品中のカルタップ、チオシクラム及びベンスルタップの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： 住友化学株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成30年度

口令和元年度

口令和2年度

【受取額の内訳】

口 寄附金（奨学寄付金含む） 口 研 究 契 約 金

□ 特許権•特許使用料・商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

口 その他（

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

［特記事項
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ー

企業名（申請企業等）： 目本化果株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

□ 平成30年度

口令和元 年度

口令和2年度

【受取額の内訳】

口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金

□ 特許権•特許使用料・商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

口 その他(

●申請資料等の作成に密接に関与

芦平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

④食品中のフェンヘキサミドの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： 有限会社元岡商店
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

□ 平成30年度

口令和元 年度

口令和2年度

【受取額の内訳】

口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金

口 特許権•特許使用料・商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他(

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

［特記事項
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⑤食品中のプロヒドロジャスモンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： meijiseikaファルマ株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

□ 平成30年度

口令和元年度

口令和2年度

【受取額の内訳】

口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研 究 契 約 金

□ 特許権•特許使用料・商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他(

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

［
特記事項

⑥食品中のフロメトキンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： meijiseikaファルマ株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

□ 平成30年度

口令和元年度

口令和2年度

【受取額の内訳】

口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研 究 契 約 金

□ 特許権•特許使用料・商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

口 その他(

●申請資料等の作成に密接に関与?';i平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

企業名（申請企業等）： 日本化薬株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

□ 平成30年度

口令和元年度

口令和2年度

【受取額の内訳】

口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金

□ 特許権•特許使用料・商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（

●申請資料等の作成に密接に関与

芦は平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
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( 宛先）

厚生労働省医薬・生活衛生局
食品基準審査課残留農薬等基準審査室宛

〒1 0 0 一8 9 1 6

電話

F A X

東京都千代田区霞が関1 - 2 - 2
0 3 ( 5 2 5 3 ) 1  1  1  1 ( 内線4 2 8 9 )
0 3 ( 3 5 9 5 ) 2 4 2 3  ( 1 8 時以降）
0 3 - 3 5 9 5 - 2 4 3 2  ( 残留農薬等基準審査室F A X )

寄付金・契約金等受取( 割当て) 額等回答表

令和2 年ク月2 ク日
令和2 年8 月6 日（木）薬事- 食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額等について、別紙のとおリ回

答する。

①食品中のチルジピロシンの残留基準の設定について

②食品中のオキサゾスルフイルの残留基準の設定について

③食品中のカルタップ、チオシクラム及びベンスルタップの残留基準の設定について

④食品中のフェンヘキサミドの残留基準の設定について

  ⑤ 食品中のブロヒドロジヤスモンの残留基準の設定について

  ⑥ 食品中のフロメトキンの残留基準の設定について

現職g l g l g 棄& 食以f e ' 主研免所/ 幻ーーg 長
   氏名



①食品中のチルジピロシンの残留基準の設定について

―該当の有無：口有り

一該当の有無：口有り

一受取の有無：口有り a  無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

. 口 5 0 0 万円超

寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成3 0 年度

口令和元年度

口令和2 年度

・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

「特記事項

企業一名( 申請企業等) : M S D アニマルヘルス秩式会計
寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成3 0 年度

口令和元年度

口令和2 年度

受取の有無：口有リ S I 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

  口講演料 口 原稿執筆料

口 その他（

口研究契約金

口 当該企業の株式

ロ コンサルタント料・指導料

)

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

該当の有無：口有り

該当の有無：口有り

S f 無し
a  無し

②食品中のオキサゾスルフイルの残留基準の設定について

  企業名（申請企業等）：住友化学株式会社
  ・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額 ―受取の有無：口有り a  無し

  受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

  口平成3 0 年度 1  口 5 0 万円以下
口令和元年度

口令和2 年度

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

  口 その他（ ）

  ・申請資料等の作成に密接に関与 該当の有無：口有り a  無し

  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 - 該当の有無：口有り a  無し

  「特記事項 π

③食品中のカルタップ、チオシクラム及びベンスルタップの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：住友化学株式会社

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

   ロ ーその他（ ）

し
し

無
無

"
S

1
S



卜

  企業名（申謙企塞塞）： 日本化基秩式会粁

  ・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額 ―受取の有無：口有り 0  無し

  受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

  口平成3 0 年度 1  口 5 0 万円以下
口令和元年度

口令和2 年度

ーロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

  口 その他（ ）

  ・申請資料等の作成に密接に関与 一該当の有無：口有り 0  無し
  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 ―該当の有無：口有り 曲無し

  「特記事項 π

④食品中のフェンヘキサミドの残留基準の設定について

企業一名（申請企業等）：有限会計元岡商店
寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成3 0 年度

口令和元年度

口令和2 年度

  受取の有無：口有リ 砧無し

一当該年度における受取額
口 5 0 万円以下

口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口 原稿執筆料

口 その他（

口研究契約金

口 当該企業の株式

ロ コンサルタント料・指導料

)

I 申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

「特記事項

該当の有無：口有り

該当の有無：口有リ

s i 無し

B f 無し

π



⑤食品中のブロヒドロジャスモンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）: m e i i i s e i k a ファルマ秩式会計
  ・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額 一受取の有無：口有り ぜ無し

  受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

  口平成3 0 年度 1  口 5 0 万円以下
口令和元年度

口令和2 年度

ー ロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

    ロ ーその他（ )  
・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

「特記事項

一該当の有無：口有り 0  無し

一該当の有無：口有り 0  無し

⑥食品中のフロメトキンの残留基準の設定について

企業名（申請企塞塞）：m e i i i s e i k a ファルマ秩式会計

  ・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額 ―受取の有無：口有り 0  無し

  受取有1 d の場合、最も多い寄附金一契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

  口平成3 0 年度 1  口 5 0 万円以下
口令和元年度

口令和2 年度

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

   ロ ーその他（ )
・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

「特記事項

―該当の有無：口有り B I  無し

一該当の有無：口有り 0  無し

  企業名（申請企業等）：日本化薬秩式会計
  ・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額 一受取の有無：口有り E f 無し

  受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

  口平成3 0 年度 1  口 5 0 万円以下
口令和元年度

口令和2 年度

ーロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

  口 その他（ ）

  ・申請資料等の作成に密接に関与 - 該当の有無：口有リ B f 無し

  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 ―該当の有無：口有リ 0  無し

  「特記事項 π











(宛 先 )

厚生労働省 医薬・生活衛生局
食品基準審査課 残留農薬等基準審査室 宛

〒100-8916       東京都千代田区霞が関1-2-2
電話       03(5253)1111(内線4289)

03(3595)2423 (18時以降)

FAX         03-3595-2432(残 留農薬等基準審査室FAX)

寄付金・契約金等受取(割当て)額等回答表

令和2年 7月 27日

令和2年8月 6日 (木)薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取(割当て)額等について、311紙のとおり回

答する。

①食品中のチルジ血 シンの残留基準の設定に●|ヽて

②食品中のオキサゾスルフィルの残留基準の設定について

③食品中のカルタヅ 、チオシクラム及びベンスルタップの残留基準の設定について

④食品中のフェンヘキサミドの残留基準の設定について

⑤食品中のカ ヒ肛ジャスモンの残留基準の設定について

⑥食品中のフロメ:■ンの残留基準の設定について

現職 ネ合ゎ 日本歴 霧 菱″ 森 欲 閉 固
氏名  Zイ 俊 ― _



①食品中のチルジ1如シンの残留基準の設定について

舗 緊 鸞 鑢 蝙 』 群
コ 堕 因 機 批

一 一 一 T繭 面 両 ¬ 戸 y無し● 寄付金`契約金等の受取(割当だ)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成30年度
□ 令和元年度

こ密接に関与

当該年度における受取額
□ 50万円以下
□ 50万円超～500万 Fl以下

□ 500万円超

→ 該
→ 動

じ

し

無

無
ご

―

有

有● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1特

記事項

②食品中のオキサゾスルフィルの残留基準の設定について

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         自 研究契約金  ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料‐商標権による報酬
□ 講演料  口    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

● 寄付金・契

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
口 平成30年度
□ 令和元年度
□ 令和2

受取め有無:□ 有り  粒〆無し
当該年度における受取額
□ 50万円以下
□ 50万円lag～500万 円以下

● 申請資料等の作成に密接に関与
● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

l特

記事項

→ 該当の有無:

→ 該当の有無:

有

有

□

□

し

し

無

無
し

―

③食品中のカルタッ:ス チオシクラム及びベンスルタップの残留基準の設定について

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         日 研究契約金  ロ コンサルタント料・指導料
田 特許権 特ヽ許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

● 寄付金・契約金等の受取(割当て

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成30年度
□ 令和元年度
IIl 令和2

請資料等の作成に密接に関与

:El有り  凸/無し
当該年度における受取額
□ 50万円以下
口 50万円超～500万円以下
□ 500万円超

該当の有無:

該当の有無:

ジ

ー

有

有

ロ

ロ

じ

じ

無

無● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1特

記事項

口 寄附金(奨学寄付金含む)         口 研究契約金   田 コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  口    原稿執筆料    □ 当該企業の株式



企業名(申請企業等): 旦室上菫桂重会社 /無し

→ 該当の有無:日 ●L」

→ 該当の有無:□ 有り

④食品中のフェンヘキサミドの残留基準の設定について

配 寝 顧 鐵 鶴 懇 纂 炉
費 圃 献

― 一 一 ―
__三

百 繭 蒸 T罰
~〆

無し● 寄付金'契約金等の受取(割当て)額

● 寄付金・契約金等の受取(割当て)額
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成30年度
口 令和元年度
□ 令和2年度

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
日 平成30年度
□ 令和元年度

申請資料等の作成に密接に

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特男1の利害関係
特記事項

→ 受取の有無:□ 有り
当該年度における受取額

□ 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下
□ 500万円超

当該年度における受取額
□ 50万円以下
E1 50万円超～500万円以下

500万円超

固 有り
口 有り

じ

し

無

無

レ

ー

し

し

無

無
ン

ー

無

無

有

有

の

の

当

当

該

該

●

●

ｒ

ｌ

ｌ

Ｌ

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         口 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

● 申請資料等の作成に密接に関与
● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1特

記事項

【受取額の内訳】
□ 寄附金(奨学寄付金含む) □ 研究契約金   自
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬               

コンサルタント料・指導料

口 講演att  □ 原稿執筆料    □ 当該企業の株式
□ その他(                   )



⑤食品中のプロヒi硼ジャスモンの残留基準の設定について

● 寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
口 平成30年度
El 令和元年度

● 申請資料等の作

:日 有り /無し
当該年度における受取額
□ 50万円以下
□ 50万円超～500万 円以下

500万円超

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1特

記事項

⑤食品中のフ働朴キンの残留基準の設定について

し

じ

無

無

ジ

ー

有

有

El 寄附金(奨学寄付金含む)         自 研究契約金  ロ コンサルタン博宰指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
口 講演料  口    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

}り : mell
取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
El 平成30年度
El 令和元年度
日

/ゝ/無し→ 受取の有無:□
当該年度における受取額
□ 50万円以下
口 50万円超～500万円以下
□ 500万円超

● 申請資料等の作成に密接に関与
● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1特

記事項

該当の有無:

該当の有無:

レ

ー

有

有

□

日

し

じ

無

無

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         IEl 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権:こよる報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成30年度
□ 令和元年度

申請資料等の作成に密接に関与
審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

:日 有り /無し
当該年度における受取額
日 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下

500万 円超

有

有

ロ

ロ

●

●

ｒ
ｌ

ｌ

Ｌ

レ薫し
「

―

―

―

Ｉ

Ｊ

該当の有無:

該当の有無:

【受取額の内訳】
                自 研究契約金  ロ コンサルタント料・指導料口 寄附金(奨学寄付金含む)

口 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□    原稿執筆料    □ 当該企業の株式□ 講演料










